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第１章 外来医療計画に関する基本的事項 

 

第１節 計画策定の趣旨 

 

○ 外来医療については、その中心的な担い手である無床診療所の開設状況が

都市部に偏り、また、救急医療提供体制の構築、グループ診療の実施、放射

線装置の共同利用等の医療機関の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な

取組に委ねられているという状況にあります。 

 

○ このような中、平成 30 年 7 月に医療法（昭和 23 年法律第 205 号）が一部

改正され、県は、医療計画の一部として、「外来医療に係る医療提供体制の

確保に関する事項」を定めることとなりました。 

 

○ 外来医療計画の基本的な考え方は、地域ごとの外来医療機能の偏在等の情

報を、新たに開業しようとする医療関係者等が自主的な経営判断にあたって

有益な情報として参照できるよう可視化して提供することで、個々の医師の

行動変容を促し、偏在是正につなげていくというものです。 

   

第２節 計画の位置づけ 

 

○ 外来医療計画は、医療法第 30 条の 4第 2項第 10 号の規定に基づき、大分

県医療計画の一部として策定するものです。 

 

第３節 計画の期間  

 

○ 外来医療計画の最初の期間は、現行の大分県医療計画の計画期間と整合性

を確保するため、令和２年度から令和５年度までの４年間とします。 

 

○ 令和６年度以降の計画期間は、6年間とします。ただし、外来医療に係る

医療提供体制は比較的短期間に変化しうることから、3年ごとに見直しを行う

こととします。   

 

第４節 計画の策定体制 

 

○ 外来医療計画を策定するにあたっては、各地域医療構想調整会議、大分県医

療計画策定協議会及び大分県医療審議会において、協議を行いました。 
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○ 策定経過は以下のとおりです。 

 

7 月 30 日 第１回大分県地域医療構想調整会議 

  8 月 05 日 第１回北部地域医療構想調整会議 

 8 月 19 日 第１回東部地域医療構想調整会議 

 8 月 26 日 第１回中部地域医療構想調整会議 

 9 月 03 日 第１回南部地域医療構想調整会議 

 9 月 11 日 第１回西部地域医療構想調整会議 

 9 月 12 日 第１回豊肥地域医療構想調整会議 

（以下、未定） 

 

第２章 外来医療提供体制の現状と課題 

 

第１節 区域の設定 

 

○ 医療計画の基本的な単位は二次医療圏であり、医療提供体制に関する検討 

も二次医療圏単位で行っているという状況を踏まえ、外来医療計画の区域は二 

次医療圏単位とします。 

 

第２節 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定 

 

１ 外来医師偏在指標 

 

○ 外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握にあたっては、外来医療機能の

多くは診療所で提供されていることから、診療所の医師数に基づく外来医師偏

在指標を算出します。 

 

○ 具体的には、医療ニーズ、人口構成、患者の流出入及び医師の性別・年齢分

布等を勘案した人口 10 万人当たり診療所医師数を用いて算出します。 
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○ 外来医師偏在指標の算出を図式化すると、以下のとおりとなります。 

 

 

 

○ また、大半の診療所が１人の医師によって運営されており、診療所数と診療

所の医師数は１：１に近い傾向にあることから、外来医師偏在指標は診療所の 

偏在状況を示す指標としても使用可能であると考えます。 

 

○ なお、外来医師偏在指標は、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、

あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであることに留意が必要です。 
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２ 外来医師多数区域の設定 

 

○ 外来医師偏在指標の値が、全国の二次医療圏（335医療圏）の中で上位33.3％

（112 位以上）に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域として設定します。 

○ 本県においては、東部、中部、豊肥及び西部医療圏が外来医師多数区域とな

ります。 

 

区域 外来医師偏在指標 全国順位 外来医師多数区域 

全国 106.3 ― ― 

大分県 121.9 ― ― 

東部医療圏 138.3 15 ○ 

中部医療圏 128.8 25 ○ 

南部医療圏 100.6 139  

豊肥医療圏 116.3 53 ○ 

西部医療圏 101.4 131  

北部医療圏 104.1 108 ○ 

 

第３節 県全域の概況 

 

１ 概況 

 

（１）人口の将来推計 

本県の将来推計人口は、平成 28(2016)年から平成 52(2040)年にかけて

204,210 人減少（減少率 17.6 ％）する一方、65 歳以上の人口の割合は、

30.9 ％から 36.7 ％へ増加すると推計されており、高齢化がさらに進む

ことが予想されています。 
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（２）一般診療所数の推移 

本県の平成 28 年 10 月 1 日現在の一般診療所数は、964 診療所、人口 10

万人あたりでは 83.1 で、全国の 80.0 よりやや多くなっています。 

 

 

（３）医師数の推移 

県内の医師数（医療施設従事者数）は平成 28 年 12 月末現在で、3,115 

人と増加傾向にあり、人口 10 万人あたりでみても 268.5 人と、全国平均

の 240.1 人を上回っています。 

 

 

 

第４節 東部医療圏の概況（第３節と同様に記載） 

 

第５節 中部医療圏の概況（第３節と同様に記載） 

 

第６節 南部医療圏の概況（第３節と同様に記載） 

 

第７節 豊肥医療圏の概況（第３節と同様に記載） 

 

第８節 西部医療圏の概況（第３部と同様に記載） 

 

第９節 北部医療圏の概況（第３節と同様に記載） 
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第３章 今後の施策の方向 

 

第１節 新規開業者等に対する情報提供 

 

○ 新規開業者等が自主的な経営判断にあたって有益な情報として参照できる

よう、二次医療圏ごとの外来医療の偏在等の情報を可視化して提供します。 

 

○ 具体的には、開業にあたっての事前相談の機会や新規開業者が届出様式を

入手する機会に、開業する区域における外来医師偏在指標や、当該区域におい

て不足している外来医療機能について、情報提供を行います 

 

○ 上記の情報提供により、個々の医師の行動変容を促し、外来医療の偏在是

正を図ります。 

 

第２節 新規開業者への対応 

 

○ 外来医師多数区域においては、原則として、新規開業者に対し、地域で不

足する外来医療機能を担うことを求めることとします。 

 

○ 具体的には、以下の機能を担うよう求めます。 

 ・初期救急医療 

 ・在宅医療 

 ・公衆衛生（産業医、学校医、予防接種等）に係る医療 

 ・その他地域に必要と考えられる機能 

 

○ 新規開業の届出様式には、当該地域で不足する外来医療機能を担うことに

合意する旨の記載欄を設けます。 

 

第３節 協議の場 

 

１ 協議の場の設置 

 

○ 県は、区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、

医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、

外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について協議を行い、そ

の結果を取りまとめ、公表します。 

資料６参照 
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○ 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場は、各構想区域に設置して

いる地域医療構想調整会議とします。 

 

２ 協議の進め方 

 

○ 外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について、検討を行

います。 

 

○ 新規開業者が不足する外来医療機能を担うことについて、合意の状況を確

認します。合意する旨の記載がない場合等、新規開業者が地域で不足する外来

医療機能を担うことを拒否する場合等には、原則として、協議の場への出席又

は合意をしない理由等の文書の提出を求めます。 

 

○ 協議結果については、県のホームページに掲載し、公表を行います。 

 

第４章 医療機器の効率的な活用 

 

第１節 医療機器の効率的な活用に関する考え方 

 

○ 人口当たりの医療機器の台数には地域差があり、また、医療機器ごとに地

域差の状況は異なっています。今後、人口減少が見込まれ、効率的な医療提供

体制を構築する必要がある中、医療機器についても効率的に活用できるよう対

応を行う必要があります。 

 

○ このため、医療機器の効果的な活用に係る計画についても、外来医療計画

に盛り込むこととします。 

 

○ 医療機器の効率的な活用に資する施策として、地域の医療ニーズを踏まえ

た地域ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成し、医療機器を有す

る医療機関を可視化した上で、新規購入希望者に対してこれらの情報を提供し

つつ、外来医療に関する協議の場等を活用し、医療機器の共同利用等について

協議することとします。 
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第２節 医療機器の配置・保有状況 

 

１ 医療機器の配置状況に関する指標 

 

○ 地域の医療機器のニーズを踏まえて地域ごとの医療機器の配置状況を医療 

機器の項目ごとに可視化する指標を作成することとします。 

 

○ その際、医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・年齢別ごとに大

きな差があることから、医療機器の項目ごと及び地域ごとに性・年齢構成を調

整した人口当たり機器数を用いて指標を作成します。具体的な算定式は以下の

とおりです。 
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（１）ＣＴ 

 

○ 調整人口あたりのＣＴ台数については、南部医療圏以外は全国平均より

も多くなっています。 

 

（２）ＭＲＩ 

 
○ 調整人口あたりのＭＲＩ台数については、県内の全二次医療圏で全国平

均よりも多くなっています。 

11.1

19.6
21.1 20.3

13.7

20.3 21.6

16.4

11.1

17.9 18.3
20.3

10.9
14.5

18.3
14.7

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

全
国

大
分
県

東
部

中
部

南
部

豊
肥

西
部

北
部

調整人口あたり

ＣＴ台数(台)

人口１０万人対

ＣＴ台数（台）

人口10万人対台数と調整人口あたり台数
人口10万人対ＣＴ台数

5.5
8.0

10.1

6.6
8.2

10.1 9.7
7.9

5.5
7.5

9.1
6.6 6.9 8.0 8.6

7.3

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

全
国

4
4
 

大
分
県

4
4
0
1
  

東
部

4
4
0
3
  

中
部

4
4
0
5
  

南
部

4
4
0
6
  

豊
肥

4
4
0
8
  

西
部

4
4
0
9
  

北
部

調整人口あたり

ＭＲＩ台数（台）

人口10万人対

ＭＲＩ台数（台)

人口10万人対台数と調整人口あたり台数

人口10万人対ＭＲＩ台数



11 
 

（３）ＰＥＴ 

 

○調整人口あたりのＰＥＴ台数については、東部および北部医療圏以外では全

国平均よりも少なくなっています。 

 

（４）放射線治療（リニアック及びガンマナイフ） 

 

○調整人口あたりの放射線治療台数については、豊肥及び北部医療圏で全国平

均よりも少なくなっています。 
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（５）マンモグラフィ 

 

○調整人口あたりのマンモグラフィ台数については、南部医療圏以外は全国平

均よりも多くなっています。 

 

２ 医療機器の保有状況等に関する情報 

 

○ 既に存在する医療機器の効率的な活用を進めるためには、医療機器の購入

を検討している医療機関が、近隣の医療機関で保有している共同利用可能な医

療機器の配置状況及び利用状況を把握できる環境を整えることが重要です。 

 

○ また、医療機器は減価償却性資産であり、その新規導入や経年に伴う更新

のタイミングは、医療機器の効率的な配置をより一層進める機会でもありま

す。 

○ 以上のことから、県では、外来医療計画の策定にあたって、医療機関に対

して、医療機器の保有状況や耐用年数等についてのアンケート調査を実施しま

した。調査の概要は以下のとおりです。 
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「医療機器の保有状況等に関するアンケート調査」 
 目 的：医療機器の保有状況等の把握 
 対 象：県内の病院及び診療所（歯科除く） 
 基準日：令和元年１２月１日 
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○ 調査結果から、医療機器を保有する医療機関の一覧を作成し、医療機関が

医療機器の配置状況を把握できる環境を整えます。また、一覧表については、

随時更新を行えるよう、県のホームページに掲載します。 

 

第３節 共同利用の方針 

 

○ 医療機器の効率的な活用を行うためには、医療機器の共同利用を推進する

ことが重要です。 

 

○ したがって、医療機関が対象となる医療機器を購入する場合は、原則とし

て、当該医療機関に対して、当該医療機器の共同利用に係る計画（以下「共同

利用計画」という。）の作成を求めることとします。 

 

○ 共同利用計画については、以下の内容を記載することとします。 

・ 共同利用の相手方となる医療機関 

・ 共同利用の対象とする医療機器 

・ 保守、整備等の実施に関する方針 

・ 画像撮影等の検査機器については画像情報及び画像診断情報の提供に  

関する方針 

・ 共同利用を行わない場合は、その理由 

 

第４節 協議の場 

 

１ 協議の場の設置 

 

○ 医療機器の効果的な活用に係る協議を行う区域については、外来医療と同

様に、二次医療圏単位を基本とします。 

 

○ したがって、外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場については、

各構想区域に設置している地域医療構想調整会議を活用することとします。 

 

２ 協議の進め方 

 

○ 医療機器の共同利用等について、協議を行うこととします。 
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○ 共同利用計画の内容や、共同利用を行わない場合の理由等について、確認

を行います。 

 

○ 協議結果については、県のホームページに掲載し、公表を行います。 

 

第５章 外来医療計画の推進 

 

第１節 計画の周知 

 

○ 本計画の趣旨と内容について、県のホームページに掲載するとともに、様々

な機会を利用して周知を行うこと等によって、県民をはじめ、市町村、医療機関、

関係団体等の理解と協力を得るよう努めます。 

 

第２節 計画の推進 

 

○ 各地域医療構想調整会議において、外来医療提供体制についての協議を行

い、必要に応じて施策の見直しを図ります 

 

○ 外来医療計画の最初の期間は、令和 2 年度から令和 5 年度までの 4 年間と

しますが、令和 6 年度以降については、外来医療に係る医療提供体制は比較的

短期間に変化しうることから、3年ごとに見直しを行うこととします。 

 

 

 


